
11 2012（平成24年）

　消費税率引上げに際して、価格への消費税額上乗せや、端数処
理の方法を決定する等、共通の利益を求める特定事業者団体の共
同行為のこと。カルテルを結ぶことは独占禁止法違反になります
が、中小卸売業者や下請業者が、適正に消費税を転嫁し納入でき
るよう、特例措置が検討されています。

消費税の転嫁カルテル

11月の税務と労務11月（霜月）NOVEMBER
 3日・文化の日
 23日・勤労感謝の日
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国　税／ 10月分源泉所得税の納付
 11月12日

国　税／ 所得税予定納税額の減額承
認申請 11月15日

国　税／ 所得税予定納税額第2期分
の納付 11月30日

国　税／ 9月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 11月30日

国　税／ 12月、3月、6月決算法人の
消費税等の中間申告 
 （年3回の場合） 11月30日

国　税／ 3月決算法人の中間申告
 11月30日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告
 （年3回の場合） 11月30日

地方税／ 個人事業税第2期分の納付
 都道府県の条例で定める日

※税を考える週間　11月11日～11月17日
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所 長
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11月号─2

　

消
費
税
増
税
法
案
が
本
年
八
月
十

日
に
成
立
し
、
平
成
二
十
六
年
四
月

か
ら
八
％
に
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
十

月
か
ら
一
〇
％
に
な
る
こ
と
が
決
定

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ポ
イ
ン
ト
を

以
下
、
整
理
し
て
み
ま
す
。

　

な
お
、
当
初
提
出
の
法
案
に
盛
り

込
ま
れ
て
い
た
所
得
税
、
相
続
贈
与

税
関
係
の
改
正
は
、
全
て
見
送
ら
れ

て
い
ま
す
。

Ⅰ　

消
費
税
増
税
の
内
容

１　

消
費
税
率
の
引
上
げ

　

消
費
税
率
が
現
行
の
五
％
（
消
費

税
四
％
、地
方
消
費
税
一
％
）か
ら
、

①
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
八

％
（
消
費
税
六
・
三
％
、
地
方
消
費

税
一
・
七
％
）、
②
平
成
二
十
七
年
十

月
一
日
か
ら
一
〇
％
（
消
費
税
七
・

八
％
、
地
方
消
費
税
二
・
二
％
）
と

段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
増
税
予
定
時
期
の
約
半
年

前
に
、
経
済
情
勢
を
見
極
め
て
最
終

的
に
実
施
を
判
断
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

２　

消
費
税
増
税
に
伴
い
検
討
さ
れ

る
事
項

①　

消
費
税
増
税
後
の
住
宅
購
入
者

の
一
時
の
税
負
担
増
加
に
対
す
る

平
準
化
・
緩
和
対
策

②　

医
療
機
関
等
の
高
額
の
医
療
設

備
投
資
な
ど
に
係
る
税
負
担
増
加

に
対
す
る
対
策

③　

低
所
得
者
層
の
負
担
率
緩
和
の

た
め
の
給
付
付
き
税
額
控
除
制
度

平成 23年度改正により、課税売上高が上半期で 1,000 万円を
超える場合には、原則としてその翌期から課税事業者となる。
（平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する事業年度について適用）

設立 1期目
課税売上高　1億円

〔免税〕

50％超出資

設立 2期目
課税売上高　1億円

〔免税〕

設立 3期目
課税売上高　1億円

課税

資本金 1,000 万円未満
で法人を設立

基準期間（前々事業年度）のない新設法人の設立 1期目及び 2期目の扱いは資本金の額のみで判定。
※資本金 1,000 万円未満の新設法人は、設立当初の 2年間、免税事業者となる。
　（資本金 1,000 万円以上の新設法人は、設立当初の 2年間、事業者免税点制度が適用されないため課税事業者となる。）

【図 1】　消費税の新設法人の免税事業者要件の見直し

財務省資料より

設立 1期目
課税売上高　1億円

課税

設立 2期目
課税売上高　1億円

課税

設立 3期目
課税売上高　1億円

課税

・課税売上高5億円超の事業者
　　　　　　又は
・特殊な関係にある法人（※）の
 課税売上高が5億円超の者
※実質100％出資法人

資本金 1,000 万円未満の新設法人であっても、課税売上高 5億円超の事業者等がグループで 50％超
出資し設立された法人については、設立当初の 2年間、事業者免税点制度を適用しないこととする。
泫平成 26 年 4 月 1 日以後に設立される法人について適用する。

現　行

法
人
設
立

改正後

法
人
設
立

大規模事業者等

消
　費
　税
　増
税
の
ポ
イ
ン
ト

5%
↓
8%
↓
10%費

税



3─11月号

や
軽
減
税
率
の
導
入

④　

簡
易
課
税
制
度
の
み
な
し
仕
入

率
を
実
際
の
仕
入
率
の
水
準
に
近

づ
け
る
よ
う
縮
小

Ⅱ　

付
随
し
た
改
正
事
項

１　

一
定
の
新
設
子
会
社
の
免
税
点

制
度
の
特
例
の
適
用
除
外

　

従
来
は
、
親
会
社
等
が
新
た
に
資

本
金
一
千
万
円
未
満
の
子
会
社
等
を

設
立
し
た
場
合
、そ
の
子
会
社
等
は
、

原
則
と
し
て
二
事
業
年
度
は
課
税
事

業
者
に
な
ら
ず
に
済
ん
で
い
ま
し
た
。

　

改
正
後
は
、
課
税
売
上
高
が
五
億

円
を
超
え
る
親
会
社
等
（
大
規
模
会

社
）
が
設
立
し
た
子
会
社
等
（
親
会

社
が
五
〇
％
超
を
直
接
・
間
接
に
保

有
）
は
、
こ
の
免
税
点
制
度
の
特
例

を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん（
図
１
参
照
）。

【
適
用
】　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

以
後
に
設
立
さ
れ
る
新
設
法
人
か

ら
。

２　

中
間
申
告
不
要
事
業
者
の
中
間

申
告
制
度
の
創
設

　

前
期
の
確
定
消
費
税
額
が
六
〇
万

円
以
下
（
地
方
消
費
税
含
む
）
の
事

業
者
は
中
間
申
告
が
不
要
と
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
税
率
引
上
げ
を
踏
ま
え

て
、
自
主
的
に
中
間
申
告
に
よ
る
納

税
を
希
望
す
る
事
業
者
に
つ
い
て
は
、

届
出
を
す
れ
ば
中
間
申
告
（
半
期
）

に
よ
り
納
税
で
き
る
制
度
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

【
適
用
】　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

以
後
に
開
始
す
る
課
税
期
間
か
ら
。

３　

建
設
請
負
工
事
契
約
な
ど
に
つ

い
て
の
経
過
措
置

　

建
設
請
負
工
事
契
約
や
不
動
産
な

ど
の
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て
は
、
税

率
の
改
正
日
（
平
成
二
十
六
年
四
月

一
日
又
は
二
十
七
年
十
月
一
日
）
前

に
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
て
も
、
完

成
引
渡
し
や
貸
付
が
税
率
の
改
正
日

後
に
行
わ
れ
る
場
合
は
、
原
則
と
し

て
新
税
率
（
八
％
又
は
一
〇
％
）
が

適
用
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
契
約
締

結
が
一
定
の
期
間
内
な
ど
に
行
わ
れ

た
場
合
に
は
、
旧
税
率
（
五
％
又
は

八
％
）
を
適
用
す
る
経
過
措
置
が
講

じ
ら
れ
ま
す
（
図
２
参
照
）。

Ⅲ　

消
費
税
増
税
へ
の
対
応

１　

価
格
転
嫁

　

一
般
的
に
、
売
上
規
模
が
小
さ
い

ほ
ど
、
消
費
税
の
転
嫁
が
で
き
な
い

割
合
が
高
く
、
多
く
の
中
小
企
業
に

と
っ
て
価
格
転
嫁
は
な
か
な
か
難
し

い
よ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
収
益

と
資
金
繰
り
が
悪
化
し
ま
す
。

　

自
社
の
請
求
形
態
が
本
体
価
格
と

消
費
税
額
を
別
々
に
表
記
（
外
税
方

式
）
し
て
い
る
方
が
価
格
転
嫁
し
や

す
い
等
改
善
余
地
が
な
い
か
検
討
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

２　

運
転
資
金

　

一
般
的
に
は
、
売
上
代
金
の
入
金

は
仕
入
代
金
よ
り
後
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
消
費
税
の
確
定
納
付
額
も
増

加
す
る
こ
と
か
ら
、
運
転
資
金
の
負

担
の
増
加
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

　

売
上
ア
ッ
プ
、
コ
ス
ト
削
減
を
図

り
、
納
税
資
金
確
保
が
必
要
で
す
。

３　

経
理
実
務
・
価
格
表
示

　

今
回
は
短
期
間
に
二
度
の
税
率
の

引
上
げ
が
行
わ
れ
、
レ
ジ
の
シ
ス
テ

ム
や
経
理
実
務
に
混
乱
が
予
想
さ
れ

る
の
で
、早
め
に
対
応
し
ま
し
ょ
う
。

①　

請
求
書
発
行
や
レ
ジ
シ
ス
テ
ム

の
変
更
の
準
備

　
　

商
品
価
格
の
表
示
変
更
と
と
も

に
、
レ
ジ
の
税
率
改
訂
の
変
更
等

が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
対
応

を
検
討
し
て
お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

②　

財
務
会
計
等
の
シ
ス
テ
ム
対
応

の
確
認

　
　

税
率
の
改
正
日
を
跨
ぐ
事
業
年

度
で
は
、
複
数
の
税
率
が
混
在
し

ま
す
。
財
務
会
計
等
の
シ
ス
テ
ム

が
対
応
で
き
る
か
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

H26.4.1 H27.10.1H27.4.1H25.10.1

引渡し・貸付等　8%

【図 2】　旧税率を適用する経過措置

【
原
則
】

【
経
過
措
置
】

引渡し・貸付等　5%

引渡し・貸付等　5%

引渡し・貸付等　5% 引渡し・貸付等 10%引渡し・貸付等　8%

平成 25年 9月 30日までに
契約締結

平成 25年 10月 1日～27年 3月 31日までに
契約締結

●平成 25年 9月 30日までに契約を締結した場合

●平成 25年 10月 1日から同 27年 3月 31日までに契約を締結した場合

1回目税率改正 2回目税率改正
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　適正な課税・徴収の確保を図る観点から、
国外財産を有する者がその保有する国外財
産について申告する仕組み（国外財産調書
制度）が創設されました。
　その年の12月31日時点で、その価額の
合計額が5,000万円を超える国外財産を
有する者は、その財産の種類、数量及び価
額その他必要な事項を記載した調書（国外
財産調書）を、翌年の3月15日までに、所
轄税務署長に提出しなければならないこと
とされました。国外財産調書に偽りの記載
をして提出した場合や正当な理由がなく期
限内に提出しなかった場合には、1年以下
の懲役または50万円以下の罰金が科され
ます。なお、情状によりその刑を免除する
ことができることとされています。
　最初の国外財産調書は、平成25年12月
31日時点の国外財産の保有状況を記載し
て、平成26年3月17日までに提出するこ
ととなります。

　

上
場
株
式
の
事
業
年
度
末
の
時
価

が
そ
の
時
の
帳
簿
価
額
の
お
お
む
ね

五
〇
％
相
当
額
を
下
回
る
こ
と
に
な

り
、
か
つ
、
合
理
的
な
判
定
基
準
に

基
づ
い
て
近
い
将
来
そ
の
価
額
の
回

復
が
見
込
ま
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る

と
き
は
、
評
価
損
の
損
金
算
入
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
株
価
の
回
復
可
能
性
の
判
断

は
、
あ
く
ま
で
も
各
事
業
年
度
末
時

点
に
お
い
て
合
理
的
な
判
断
基
準
に

基
づ
い
て
行
う
も
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
評
価
損

を
損
金
算
入
し
た
上
場
株
式
に
つ
い

て
、
翌
事
業
年
度
以
降
に
株
価
の
上

昇
な
ど
の
状
況
の
変
化
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
事
後
的
な
事

情
は
、
評
価
損
を
計
上
し
た
時
点
の

株
価
の
回
復
可
能
性
の
判
断
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
く
、
評
価
損

と
し
て
損
金
算
入
し
た
処
理
を
遡
っ

て
是
正
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　所得税法で「外貨建取引」とは外国通貨
で支払が行われる資産の販売及び購入、役
務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他
の取引をいい、居住者が外貨建取引を行っ
た場合には、その外貨建取引を行った時に
おける外貨建為替の売買相場により換算し
た金額により各種所得の金額を計算するも
のとされています。
　外貨建預貯金を払い出して外貨建MMF
（マネー・マーケット・ファンドの略。投
資信託の一種）に投資した場合には、新た
な経済的価値（その投資時点における評価
額）を持った資産（公社債投資信託の受益
権）が外部から流入したことになり、それ
までは評価差額にすぎなかった為替差損益
に相当するものが所得税法第36条の収入
すべき金額として実現したものと考えられ
るため、外貨建MMFの投資金額の円換算

額とその投資に充てた外国通貨を取得した
時の為替レートにより円換算した金額との
差額（為替差損益）を所得として認識する
必要があります。
　この場合、外貨建MMFを売却した場合
の譲渡したことによる所得については非課
税となりますが、その譲渡による所得の金
額を計算する際に、その外貨建MMFへの
投資時の為替レートによる円換算額をその
取得に要した金額として所得を計算するこ
とになります。
　なお、外貨建預貯金が満期となったよう
な場合などで、同一の金融機関に、同一の
外国通貨で、継続して預け入れる場合の預
貯金の元本部分の預入については、外貨建
取引に該当しないこととされており、為替
差損益が認識されることはありません。ま
た、他の金融機関へ預け入れる場合であっ
ても、同一通貨で行われる限り、上記の預
貯金の預入に類するものと解され、外貨建
取引に該当せず、為替差損益を認識しない
とすることが相当とされています。

国外財産調書の提出制度の創設評
価
損
を
計
上
し
た
上
場
株
式
の
時
価
が
翌
期
に
回
復
し
た
と
き

外貨建預貯金を払い出して外貨建
MMFに投資した場合の為替差損益


